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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
余
剰
に
な
っ
た
公
共
施
設
の
今
後
に
お
け
る
方
向
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

公
共
施
設
が
「
余
剰
に
な
っ
た
」
か
否
か
を
判
断
す
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
で
あ
り
、
総
務
省
と
し
て
は
お

尋
ね
の
よ
う
な
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

社
団
法
人
日
本
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
推
進
協
会
に
よ
る
と
、
同
協
会
が
平
成
二
十
三
年
三
月
七
日
現
在
で
フ
ァ

シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
資
格
を
付
与
し
て
い
る
者
の
居
住
都
道
府
県
別
の
数
は
、
北
海
道
が
二
百
七
十
四
人
、
青
森
県
が

十
人
、
岩
手
県
が
二
人
、
宮
城
県
が
百
十
八
人
、
秋
田
県
が
六
人
、
山
形
県
が
五
人
、
福
島
県
が
十
五
人
、
茨
城
県
が
六
十

五
人
、
栃
木
県
が
二
十
八
人
、
群
馬
県
が
二
十
二
人
、
埼
玉
県
が
五
百
三
十
二
人
、
千
葉
県
が
六
百
五
十
二
人
、
東
京
都
が

二
千
百
十
二
人
、
神
奈
川
県
が
千
百
十
九
人
、
新
潟
県
が
十
八
人
、
富
山
県
が
六
人
、
石
川
県
が
二
十
八
人
、
福
井
県
が
七

人
、
山
梨
県
が
九
人
、
長
野
県
が
二
十
二
人
、
岐
阜
県
が
三
十
二
人
、
静
岡
県
が
五
十
三
人
、
愛
知
県
が
二
百
三
十
六
人
、

三
重
県
が
二
十
八
人
、
滋
賀
県
が
二
十
六
人
、
京
都
府
が
六
十
九
人
、
大
阪
府
が
五
百
十
九
人
、
兵
庫
県
が
三
百
四
十
人
、

奈
良
県
が
六
十
八
人
、
和
歌
山
県
が
十
一
人
、
鳥
取
県
が
一
人
、
島
根
県
が
八
人
、
岡
山
県
が
二
十
三
人
、
広
島
県
が
百
十

一



七
人
、
山
口
県
が
十
人
、
徳
島
県
が
七
人
、
香
川
県
が
十
九
人
、
愛
媛
県
が
二
十
人
、
高
知
県
が
五
人
、
福
岡
県
が
百
七
十

八
人
、
佐
賀
県
が
十
一
人
、
長
崎
県
が
七
人
、
熊
本
県
が
十
九
人
、
大
分
県
が
六
人
、
宮
崎
県
が
三
人
、
鹿
児
島
県
が
十
一

人
、
沖
縄
県
が
七
人
と
の
こ
と
で
あ
る
。

フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
資
格
を
有
す
る
者
を
職
員
と
し
て
採
用
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体
の
数
は
、
把
握
し
て
い

な
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
民
間
の
団
体
が
独
自
に
行
っ
た
調
査
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し

控
え
た
い
が
、
一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
市
町
村
合
併
に
よ
り
余
裕
ス
ペ
ー
ス
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
施
設
等
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
そ
の
有
効
活
用
の
方
策
等
が
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

総
務
省
に
お
い
て
は
、
毎
年
度
、
各
地
方
公
共
団
体
か
ら
公
共
施
設
に
係
る
「
維
持
補
修
費
」
等
の
歳
出
額
を
記
載
し
た

地
方
財
政
状
況
調
査
表
の
提
出
を
受
け
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
施
設
の
維
持
管
理
の
経
費
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

方
公
共
団
体
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
各
公
共
施
設
に
係
る
経
費
節
減
に
つ
い
て
は
、

二



そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
で
適
切
に
取
り
組
む
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

具
体
的
な
「
施
設
の
処
分
や
利
活
用
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
が
主
体
的
に
考
え
、
取
り
組
む
べ
き

も
の
と
考
え
て
お
り
、
総
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
工
程
表
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
す
な
ど
の
支
援
」
を
行
う
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
余
剰
に
な
っ
た
公
共
施
設
の
処
分
や
利
活
用
に
お
け
る
対
策
」
に
関
す
る
地
方
公
共
団
体
の
予
算
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
総
務
省
と

し
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
当
該
対
策
の
平
成
二
十
三
年
度
予
算
へ
の
反
映
の
状
況
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な

い
。

三


